
福津市内で占用許可手続きをされる皆様へ 
 

 

 

 

 

 

福津市では、特に良好な景観づくりのために重要な道路、河川、海岸、漁港といった公共施設を、管理者との協議

の上、景観形成の方針に沿った整備や利用が図れるように景観重要公共施設として位置づけ、整備に関する事項と

占用許可基準を設けています。 

これらの景観重要公共施設において工作物の占用許可申請等を行う場合は、景観計画に定める占用許可基準に配

慮した上で管理者に申請し、許可を受けることが必要です。 

 

○対象となる公共施設と法令 

道路 … 国道３号、国道 495号など 41路線（道路法第 32条第１項または第３項の許可） 

河川 … 西郷川（河川法第 24条、第 26条第１項の許可） 

漁港 … 津屋崎漁港（漁港漁場整備法第 39条第１項の許可） 

海岸 … 津屋崎地区海岸（海岸法第７条第１項の許可） 

 

○占用許可基準 

対象施設 占用許可基準 

道路 ○工作物等の配置 

・眺望景観に対する視点場の確保に配慮する。 

・標識やサイン等の認知を妨げない配置とする。 

○工作物等の形態意匠 

・周辺の自然環境や歴史的環境、公共施設との調和に配慮し、整然とした形態意匠とする。 

○工作物等の色彩 

・景観重点区域等の歴史的な雰囲気のある区域を通る区間については、落ち着きのある色彩を基調とし、周

辺景観との調和に努める。 

河川 

漁港 

海岸 

○工作物の形態意匠、色彩 

・自然環境や周囲の歴史的環境、公共施設との調和のため、工作物は整然としたものとするとともに、落ち着き

のある色彩とする。 

 

○占用許可申請に関する事前確認の手続き 

・占用許可申請書をそのままお持ちください。 

・提出部数は、占用許可申請に必要な部数+1部（福津市の控え）となります。 

・市で事前審査を行い（１週間程度）、事前確認書を添えてお返しいたします。 

・お返しした占用許可申請書に市発行の事前確認書を添えて、公共施設管理者に占用許可申請を行ってください。 

 

 問い合わせ 福津市 都市整備部 都市計画課 都市政策係 

        住所 〒811-3293 福岡県福津市中央 1丁目 1-1 

        ℡0940-62-5036  FAX0940-43-9005  MAIL toshi@city.fukutsu.lg.jp 

 



 

 


